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じんまち☆シネマ

「レディ・ジョーカー」
５月２３日（金）１３時３０分～１５時３０分

５月２４日（土）１０時～１２時

会場：豊中人権まちづくりセンター

毎月１回、地域の人たちが
気軽に立ち寄れる映画会を
開催します。申込不要、入
場無料です。皆さまのお越
しをお待ちしています。
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　正月、沖縄を訪れた。定期観光バスで南

部コースと中部コースをめぐった。旧海軍

司令部壕、ひめゆりの塔、平和祈念堂、摩

文仁の丘などの南部戦跡を巡ると、かの戦

争がいかにむごたらしく、悲惨・残虐なも

のであったかが、まざまざと脳裏に浮かん

でくる。一方、玉泉洞の鍾乳洞美に驚嘆し、

切り立つ万座毛の景観美に息をのみ、海洋

博公園の雄大美に南国情緒を味わい、今帰

仁城跡の造営美のスケールの大きさに圧

倒され、パイナップルワールドの美食と美

酒に酔い、泡盛やかりゆし、島唄などの店

が軒を連ねる国際通りの異空間美に時を忘

れ・・・沖縄のもう一つの顔を堪能する。

　しかし、何と言っても沖縄は「基地の街」。

普天間基地のビュー・ポイント「嘉数高台

公園」は、沖縄戦の激戦地の一つで、標高

92 メートルの丘をめぐって日本とアメリ

カの数千人の兵士が命を落とし、住民の半

数以上が亡くなったと伝えられ、いくつも

の慰霊碑がある。360 度見渡せる展望台

からは、宜野湾市が一望でき、基地が市街

地を引き裂くように居座っているのが見え

る。滑走路脇にはクモが足を広げたような

物体が並んでいる。これがあのオスプレイ

のようだ。

 日曜日で森閑としているが、これは本当

の姿ではない。基地は戦争とひとつながり

で、常に緊張をはらみ、即応体制にあり、

その際に住民の生命や安全が顧みられるこ

とはない。幾多の尊い犠牲を払った歴史に

学ばず、軍事力に依存する愚を繰り返すの

は、慰霊碑に眠る人々を足蹴にするのと同

じだろう。（佐佐木）

表紙の写真
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あとがき ◆平尾さんとは理事会、

評議員会、忘年会で年に

数回、顔を合わすぐらいでした。知り合っ

たのは１０年前でしょうか。いつもにこや

かで優しく、知らないことがないんじゃな

いかというぐらい物知りで非常にウィット

に富んだ方でした。中川さん、石原さんの

追悼文からは若い頃の平尾さんの様子を思

い浮かべることができました。別れという

ものは突然やってくるとわかっていてもや

はり寂しいものです。そんな気持ちのなか

でペンを取っていただいたお二方には感謝

の気持ちでいっぱいです。◆差別をしたこ

とがないと言いながら、同和地区の所在を

問い合わせる。この人にとっての「差別」

とは一体どういうものを指すのでしょう

か。まことしやかに囁かれる噂話に対し、

自ら真相を追及する人はほとんどいませ

ん。玉置さんがおっしゃるように、せめて

毅然とした態度で臨んでほしいものです。

その噂話で傷ついてる人がいることを想像

するのは難しいんでしょうか。◆先日参加

した宝塚市民講座で「家以外の自分の居場

所を最低２箇所はみつけよう」と言われて

ドキっとしました。家以外と言われたら職

場しかありません。毎日、仕事と家と保育

園を往復するだけの生活で、生活圏内に仲

の良い友人や知人も全くいません。社宅ゆ

え、自治会なるものが存在するのかもわか

らないし、誰に尋ねればいいのかすらわか

りません。まだ高齢者の枠に入る年齢では

ありませんが、繋がることの大切さを痛感

しました。◆講座のテープ起こしをしてい

ると自分の無知さを痛感します。何度も何

度も聞き返しながら、その単語が本当に

あっているのか辞書を引いたり、インター

ネットで検索したり。新島八重も全く知ら

ない人物でした。こういう機会がなければ

学ぶこともなかったでしょう。大河ドラマ

は見ていませんが、高野さんの文章を拝見

して八重の魅力や語り継がれる理由を知る

ことができました。◆「１０００年後の未

来へ」という映画を見ました。震災時、被

災地で保健師さんたちの活動を追ったド

キュメンタリー映画です。仮設住宅の集会

所で一緒にお弁当を食べたり、歌体操なん

かを定期的に開催するようになってから住

民同士のいがみ合いや妬みがなくなったそ

うです。人と人とのつながりの大切さを実

感しました。◆「かみさまとの　やくそく」

という映画の予告を見ました。胎内記憶（生

まれてくる前のおなかのなかの記憶やおな

かに宿る前の記憶）をもつ子どもたちの映

画です。胎内記憶がある子どもたちは皆、

必ず「人の役に立つために生まれてきた」

というそうです。特に「おかあさんを助け

るために生まれてきた」のセリフには大号

泣でした。本編を見る予定はありませんが、

娘がグズる度、この言葉を思い出すように

しています。イヤイヤ期が始まり、着替え

をとにかく嫌がる今、それもきっと私の何

かを助けるための行動なんだと思うように

しています。◆今号より担当者が変わりま

した。豊中らしさ、協会らしさを出しなが

ら担当者の性格の悪さをエッセンスに加え

られればと思っています。ご意見ご感想を

お待ちしております。購読不要な方も遠慮

なくご連絡ください（森）
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第３講　豊中編　７月２日（水）

「新修市史にみる豊中の部落」

お話：清水喜美子さん（元市史編さん係職員）

２０１４連続講座

　1986 年の市制施行 50 周年を機に編

さん事業に着手した 「新修豊中市史」

（通史編 2 巻と部門史編 9 巻） が完結

しました。 各巻とも大部で、 手にしてみ

るだけで引いてしまいそうですが、 それ

ぞれの興味 ・ 関心に沿ってページをめ

くると、 新しい発見と感動に出会うこと

ができます。

　当たり前のことですが、 これら新修市

史の中には、 豊中の被差別部落に関

する記述がいくつもあります。 しかし、

その歴史的な経緯については、 いわゆ

る古文書や古記録はほとんどなく、 わ

からないのが実情です。 なぜ、 部落が

あったのか？そこに存在した理由は何

なのか？近隣社会とどのような関係に

あったのか？人々はどんなくらしを紡い

できたのか？

　疑問はつきませんが、 数少ない資料

からでも読み取れることはあります。 新

修市史から見ることができる豊中の部

落の姿が、おぼろげながら浮かび上がっ

てきはしないでしょうか。 何事もそうです

が、 部落問題を理解するためにも 「現

場」 から学ぶことが大事です。

　新修市史編さん事業に携わった清水

さんにお話いただきます。 新しい学びの

機会になるはずです。
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「副理事長 平尾和さんのご逝去を悼む」

中川幾郎（協会理事長）

　当協会副理事長の平尾和
たいら

さんが、

４月 7 日朝に亡くなられました。享

年７３歳でした。まことに残念で、

どこかに大きな深い穴が開いたよう

に寂しい思いがします。平尾さんの

ご逝去は、協会にとっても大きな損

失です。思い返してみますと、一昨

年冬に、身体全体の不調を訴えられ、

市立豊中病院で診断を受けられたと

ころ、すでにガン細胞が脳に転移し

ており、余命は半年ほどと宣告され

た の で

した。

　 そ の

ときは、

両 手 両

足 の 自

由 が 余

り き か

な い 状

態 で し

た が、

放 射 線

専門医によるガン病巣のピンポイン

ト照射治療が功を奏し、やがて、ほ

とんど以前と変わらない生活ができ

る状態にまで回復されました。まる

で奇蹟のようなその復活ぶりに、私

たち仲間も大いに安堵し、また励ま

されたものです。以後１年間、従前

と同じように、ＮＰＯ法人「きずな」

の事務局に常駐され、当協会の副理

事長としても活気ある助言、指導を

して下さいました。

 その頃の私たちのいささかの不安

は、平尾さんを救った治療法が、何

度も適用できる方法ではない、とい

うことでした。同じところに再発し

た場合、次はかなり難しくなるとい

うことを知り、仲間内ではガンの再

発がないことを秘かに願うばかりで

した。その願いも叶わず、やはり頭

部に再発したこと、今回は治療が困

難である、とのことを聞き、本当に

悔しくまた気落ちいたしました。奥

様、息子さんのお心はそれ以上の辛

さであったことでしょう。

　ですが、ご当人はその宣告を落ち

着いて受け止められ、静かに進行す

る身体の変化に、最後まで毅然とし

て対処された病床生活でした。穏や

かながら、ひとつひとつの場面に、

覚悟を決めて生きてこられた平尾さ

んらしいあり方だったな、と思い知

らされます。平尾さんは、多くの友人、

後輩たちから「ワーさん」と愛称で

呼ばれ、誰からも慕われた人です。

いつも優しく、温かい、人の悩みご

との聞き手であり、良きアドバイザー

でした。

　私個人も、人生や仕事の先輩とし

て、さまざまな悩み、苦しみをほっ
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２０１４年４月７日６時３０分、旅立ち

石原　敏（評議員）

　平尾さん、ほんまにレジェンドに

なっちゃいましたね。あなたが書く

番だった協会機関誌、僕が書くハメ

になりました。正反対の内容、文体

なのは、お許しあれです。

　平尾さん、桜の花びらとともに逝

くなんて…狙ってましたか…逝くな

らこの頃と…。家では見せたことの

ないらしい？優しい微笑みの写真か

ら、こちら側はいかがでしたか。

　文子さんに、あんたはいつも明る

く綺麗にしているのがいい。ありが

と。とはじめて？言ったそうですね。

　平尾さん、聞き咎めたでしょ？さっ

そくウンチクたれてんのとちがいま

こりと受け止めていただいたことを

思い出し、心から感謝しております。

現に先日も、「そうだ、平尾さんにお

話ししてみよう」と思ってしまった

自分に気づきました。その直後に、「も

うワーさんはいない」という現実に

立ち返り、大きな穴がぽっかりと空

いていることを思い知りました。

　この 20 年間を振り返ってみても、

龍野市に二人で調査に行ったこと、

人権まちづくり協会の立ち上げ時の

相談をしあったこと、仲間とともに

白浜温泉に旅行に行ったことなど、

沢山のことが心に浮かびます。そこ

にはいつも、にこにこと笑っている

「ワーさん」がいます。本当に残念で

す。そして、寂しい、というのが正

直な気持ちです。今は、心からご冥

福を祈るばかりです。平尾さん、協

会のこと、そのほかのこと、いろい

ろとありがとうございました。そし

て、本当に悲しく辛いですが、「ワー

さん、さようなら」

すか？エレベーター前に「清め塩」

やて…なんやそれ…まだ、こんなこ

とがいきとんのかいな？ 90 年前後

にけりがついたことやがな。またぞ

ろ復活してきたんかいな？アホくさ。

曼荼羅図で説明したるさかい、よう

聞いときや…って。「清め」はな、「清

目」でな、さかのぼれば、鎌倉時代や。

「塵袋」（弘安 10 年・1287 年）にも出

てくるわ。「ケガレをきよめる」って

な。部落差別問題の根本や。ケガレ

と清めの線引きはなんやねんな…長

がなんで…ええか…。

　平尾さん、棺の顔は見ませんでし

た。20 時間前の処置室。あの土気色、

斑点のあなたの顔を刻んでおくため

4
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　部落差別とは何か？なぜ、 連綿と差別

が続き、 人々の意識をとらえて離さない

のか？この問いに答えることなくして、 部

落差別に対する反省や正しい理解は進ま

ないし、 問題の解決には行き着きません。

しかし、 その答えは容易ではなく、 これこ

れこうです、 というのが難しかったと思いま

す。 川元さんは次のように言います。

　「部落 ・ 被差別部落は、 歴史的に皮革

産業、 警備役、 キヨメの芸能 （門付芸）

をしています。 これらは最初から差別され

ていたわけではありません。 その時期を

基本認識とします。 そしてそれらがなぜ差

別されるようになったか、 中世～近世の歴

第２講　原理編
６月１８日（水）

「部落差別の謎を解く」
お話：川元祥一さん（作家）

２０１４連続講座

史と実像から解き明かします」

　「『解放令』 によって、 『身分職業共に』

と書かれている通り、 身分だけでなく先の

職業も多くが一方的に無くなりました。 失

業して困っている部落のひとを見て、 明治

政府は 『貧しいのは彼らがなまけている

から』 と言いました。 惰民観と棄民政策で

す。 これが近代の差別です」

　「偏見をなくすためには、 最初の基本認

識を取り戻す必要があります。 また、 これ

らの職業は江戸時代も周囲の農村漁村町

の生活に必要不可欠なものです。 それは

人々の生活を支える分業の一つです。 こ

の分業が穢れ観で差別されましたが、 差

別だけでなく、 必要な仕事と

して関係性もありました。 こ

の関係性をしっかり認識する

ことで、 偏見を＜正見＞に

直し差別を克服します」

　興味津々、 好奇心がわい

てきます。 またとない機会で

すので、 お聞き逃しなきよう

…
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２０１４連続講座部
落
差
別
、
そ
の
根
っ
こ
を
考
え
る

第１講　歴史編　６月４日（水）

「部落史再考」
お話：寺木伸明さん（桃山学院大学教授）

　部落問題を考えるときに避けて

通れない問題の一つに、 「部落の

歴史」があります。部落問題がどのような変遷を経て、今に至っているのか、

その概観を把握することなくして、理解は進みません。戦後、被差別部落は、

江戸幕府が民衆を分断して支配するため、 「士農工商 ・ えた ・ ひにん」 と

いう身分制度を定めた時点で成立したという 「近世政治起源説」 が主流と

なってきましたが、 その後の実証研究によってこれが批判され、 その差別

の淵源は中世に遡るとされてきています。

　この点について寺木さんは、 「近世権力が政治的作為のみによって突然、

被差別部落を作ったのではなく、 中世末期に存在していた河原者や皮革

業者といった被差別集団に死んだ牛馬の取得権を保証する一方で、 行刑

役 ・ 警察役 ・ 掃除役などの役負担を課すことによって、 身分化を推し進め

た。 つまり、 中世の被差別集団の存在とそれを取り巻く民衆の意識を前提

として、 最終的に権力者が政治によって被差別集団を 『えた』 として固定

した」 と述べています。

　部落問題につきまとう困難の一つは、 刷り込まれた偏見や伝聞が真実の

ごとく生き続け、 巷間流布することにあります。 そして、 その根っこには、

被差別部落の歴史や実相にまつわる誤認識 ・ 無理解が垣間見えます。 こ

こにメスを入れ、 史観の転換をするためには、 部落史のニューワールドを

提示することが必要だと思います。

　長らく、 部落史研究に携わっておられる寺木さんにその歴史的経緯と、

最新の研究成果をお話いただきます。
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に。苦しそうでないのが救いでした。

いしはらびんです…わかりますか…

と耳元で言うと、薄目を開けるよう

に、瞼を 2 回動かしました。おおっ、

という返事だったのでしょうか。

　一年半前の入院時から、訪れる度

に顔つきが違いました。危篤前後の、

子どものような、ホトケのような顔

も残しておきたいのですけどね。2月

20 日の危篤から、何回危機がありま

したか。強い人です。しぶとい人で

す。クソ真面目に生きようとしてい

ることが伝わってきました。余命６ヶ

月の宣告を、三倍も生き抜いたので

すから。やはりただものではありま

せんでした。脱帽です。

　でも、本人は、自業自得という思

いが、どこかにあったんとちゃいま

す？肺には 42 ミリもの癌が、頭にも

リンパにも…と告げられて…すぐタ

バコに思い至ったでしょ？その悟り

が「きずな」10 周年誌への集中に向

わせましたか？

　平尾さん、つきあいのはじまりが

思い出せません。部落解放運動、狭

山闘争には違いないのですが。同対

審共闘結成（1973 年 5 月）以前の

準備会、その前の矢田教育差別事件

（1969 年）をめぐる解放教育を考える

会議からでしょうか。あの頃はとに

かくよく集まり、よくしゃべりまし

た。合宿もよくやりました。石川さ

んをはじめ、多方面から不興をかっ

た「仮出獄」の提起も地名総鑑購入

企業への点検行動もここで生まれま

したものね。

　仮出獄（1994 年 12 月 21 日）から

2 年後、石川さんが豊中に来たとき

（1996年11月16日）、「出てきてよかっ

た…」と聞いて、胸なでおろしまし

たし、打ち上げに電話をかけたいの

で…と一雄さんが来ず、翌日の精算

で、6千円を超えていたことがわかり、

おいおい…誰にや…と思っていたら、

12 月 21 日、早智子さんと結婚したん

だもんね。なるほど…そういうこと

だった…と笑っちゃいましたね。

　豊中の解放運動にかかせないひと

でしたし、パーソナリティでした。

あなたの琴線が解放運動のどこに触

れたのでしょう。でもハチマキ姿は

似合わなかったですよね。ストライ

キ集会や、バスでの東京行動でも

フィットしてませんでしたもの。学

究肌のインテリ・リベラリストがぴっ

たりでした。

　平尾さん、石川一雄さんより先に

逝っちゃいましたね。覚えてます？

共闘で初めて彼に会ったのが、あな
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たと僕です。1975 年 5 月 14 日、東

京拘置所の面会室での 20 分。ガラ

スごしに「豊中市職って、狭山政治

ストライキの組合でしょ…」一方的

にしゃべる彼に圧倒されました。そ

の足で事件当初（1963 年 5 月）から

無実で論陣をはっていた「週刊埼玉」

の亀井トムさんに会いにいきました。

ウィットホーゲルで盛り上がる二人

に、それ誰って？、ついていけませ

んでした。

　3 月の 17 回目も少し前進？で、間

に合いませんでしたが、18 回目の三

者協議が 6 月にあります。袴田さん

に続けば報告します。井波裁判長を

退官に追い込んだ（1972 年 11 月）も

のの、次があの寺尾でしたからね。

油断も隙もありません。1974 年 10 月

31 日、がっくりでした。あの挫折感、

忘れられませんね。「狭山デーつうし

ん」や議案書、手書きの頃、よく清

書してもらいましたっけ。僕の読め

ない字を。

　平尾さん、身銭をきっての遊びも

やりましたね。解放会館友の会のイ

ベントで、あなたが強くやろうと言っ

たのが、元宝塚の上原まりさんの筑

前琵琶による平安絵巻でした。桃山

晴衣さんの梁塵秘抄も好みでした。

豊中在のシャンソンの杉山泰子さん、

シャンソニエ・ベコーで、大人数、

貸切での大騒ぎ、覚えてます？あの

頃は、ハッ、もうハチャメチャでした。

講談の旭堂南北さんともおちかずき

になりましたし…。

　平尾さん、あなたらしさをを感じ

ておくために、市民共闘の第 20 回総

会（1993 年 9 月）議案書に、「共闘」

のかたち・ノート、というあなたの

文章を見つけたので、一部ですが引

用しておきます。

　「55 体制の崩壊」といった言葉が

飛び交う昨今である。このとらえか

たの当否はともかく、市民共闘もま

たこの 55 年体制の一翼にあった、と

見るのは考え過ぎであろうか。その

生成に深く関与したというのではな

く、いわば、問題解決のシステムと

しての 55 年体制とでもいえるもの

のなかに吸収されてきた、という意

味でである。図式的に言えば、要求

する側と受ける側の二項対立的関係

観、また、要求する側の中での「要

求」の掘り起こし方とか要求主体の

形成と連帯をめぐるとらえ方、さら

には要求を引き受ける代表の選出の

仕組み（間接民主主義）に規定され

る要求、要求の実現に向けた取り組

みの進め方や動員方法等々…40 年の

間に築かれてきたこのシステムの中

に、20 年前スタートしたこの市民共

闘も、規定されざるをえなかったわ

けだ。………」

　平尾さん、難解です。頭が曼荼羅

になります。どういうことでっか。

わかりやすく言うと…。こういうこっ
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昨今、 部落問題に対する人々

の関心や問題意識は、 限りな

く希薄化し、 様々な人権問題に

埋もれ、 それとして意識されなくなってきています。 無関心や無意識化が差別

の無化や根絶と同意であればいいですが、 沈潜し、 透明化しているだけであ

ることは現実の事例が示しています。 そうであるならば、 やはり現象を掘り下

げて本質を突き止める作業と、 これまでに獲得してきた知見を武器に現実を

解き明かす作業は不可欠だということができます。 本講座はそうした思いで企

画しました。 学び直しと新たな触発の機会にしていただければ幸いです。

第３講　豊中編　７月２日（水）

「新修市史にみる豊中の部落」
お話：清水喜美子さん
（元市史編さん係職員）

部
落
差
別
、
そ
の
根
っ
こ
を
考
え
る

第１講　歴史編　６月４日（水）

「部落史再考」
お話：寺木伸明さん（桃山学院大学）

第２講　原理編　６月１８日（水）

「部落差別の謎を解く」
お話：川元祥一さん（作家）

２０１４連続講座

◆会　場　豊中人権まちづくりセンター（岡町北３－１３－７）

◆時　間　１８時３０分～２０時３０分
◆参加費　各講５００円
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information

人権文化のまちづくり講座
「よく生き合うとは～『同和はこわい考』から２７年～」
とき：７月１０日（木）１８時３０分～２０時３０分

講師：藤田敬一さん（元岐阜大学教授）
会場：豊中人権まちづくりセンター
参加無料
昨年は連続講座でお越しいただいた藤田敬一さん。

人権文化のまちづくり講座は５年ぶりで、部落問題でご講演いただくのは実は

初めてです。人としてどう生きるか、部落問題とどう向き合うか、他人事では

なく自分事として一緒に考えてみませんか？

主催：豊中人権まちづくりセンター　
企画：（一財）とよなか人権文化まちづくり協会

「協会」 をささえていただく賛助会員を募集しています。 多様な意見交換を通じて刺

激しあい、学びあい、問題意識が触発され、行動への契機が実る場を創りだすために、

知恵と力をお貸しください。 年 4回発行予定の機関誌「じんけん　ぶんか　まちづくり」

をお届けします。

●年会費１口 ・ １０００円です。
　（できれば個人３口以上、 団体１０口以上）
●つぎの郵便振替口座に振り込んでください
　口座名 ： とよなか人権文化まちづくり協会
　口座番号 ： ００９６０－８－１５３８０６

賛助会員になって、

識ろう！観よう！聴こう！

賛助会員募集中！
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ちゃがな…。ナ・ル・ホ・ド。

中性的なしゃべりがあって初め

て理解。聞くことができないの

が寂しい。

　入部香代子さん、藤田一良セ

ンセ（狭山弁護団）、そして平

尾和さん。続けて 3 人失うのは

きつい…です。

【写真】2013 年 5 月 15 日

定時評議員会にて

多くのことを学ばせていただき、

共にあった日々を思い起こしつつ ･･･

 　1 年半の闘病の末、とうとう逝ってしまっ

た（享年 73 歳）。私より 10 歳ほど年上の平

尾さんを知ったのは、かれこれ 40 年近く前

になるだろうか。部落解放運動が高揚期にあっ

た 1973 年、「同対審豊中市民共闘会議」が結

成され、私の大学の「部落解放研究会」もそ

の構成メンバーの一員として参加し、その会

議で出会ったはずだ。平尾さんは、その「同

対審共闘」が取り組んだ狭山闘争における市

労連の「狭山スト」や、「部落地名総鑑」糾弾

闘争の一環である地域での企業点検行動とそ

れから発した購入企業の「狭山現地調査」、さ

らには長野現地での「差別戒名現地調査」と

それをテーマにした「人権展」など、豊中に

おける部落解放運動の先端を切り拓いた一人

だった。

　その後、縁があって豊中解放会館に異動し

てこられ、より身近に接する機会を得た。緻

密な思考、尽きせぬ知識の泉、あふれるアイ

デア、鋭い批評など、それらを柔らかい言葉で、

やさしく語るさまに魅入られたものだ。 仕事

の虫で、それこそ 24 時間仕事と共にあった

人でもあるが、その興味・関心・好奇心は際

限がなく、はるか彼方にまで及んでいる。そ

れらは、雑学のレベルにとどまらない深さを

持っているから、脱帽するばかりだ。

　「市同促」「協会」と理事を務めていただき、

現職は「協会」の副理事長だった。豊中の部

落解放運動および部落解放行政の生き字引と

もいうべき人をまた一人亡くしてしまった。

　人の死は、予定することも予知することも

できず、突然にやってくる。そして、その時

に人は改めて思う。来し方、交わした言葉を

思い起こすとともに、もう少し継ぐべき言葉

があったのでは ･･･ と。

（佐佐木寛治・協会事務局長）
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「地区問い合わせ」は差別ではないのか？

玉
たまおき

置　好
よしのり

徳（理事）

１．「地区問い合わせ」は差別で

はないのか？

　「差別とはいったい何だろう？」本

協会の活動を通じて差別について考

えるとき、いまさらながらこんな素

朴な疑問が頭の片隅をよぎることが

あります。

　たとえば先日の理事会で、本市の

公共施設に対し、ある地域が同和地

区かどうかを確かめる問い合わせが

あったという報告がありました。そ

の際当人に理由を尋ねたところ、「自

分は今まで差別などしたことがない。

でも他の人から同和地区に対する差

別があると聞いているからだ」とい

う趣旨のことを言っていたそうです。

もしかしたら当人は、自分の行為が

差別行為にあたるとは本当に思って

いなかったのかもしれません。

２．なぜ問い合わせをするのだろ

うか？

　それでは、なぜ同和地区かどうか

を問い合わせるのでしょうか？

　まず、どんなときに問い合わせを

するのかといえば、引っ越しや住宅

の購入がきっかけになることが多い

ようです。たとえば住宅を購入する

となれば一生に何度もない高価な買

い物です。そのときに、誰かから「あ

そこは同和地区かもしれないよ」な

どと耳打ちされれば、それが心配の

種になるのかもしれません。

　では、なぜそれが心配の種になる

のでしょうか？もしもそのときに、

「差別には巻き込まれたくないから避

けよう」と思って問い合わせたとす

れば、直接的に誰かを差別したわけ

ではなくとも、結果的に差別を助長

したことにはならないでしょうか。

　このように、その根底には差別に

かかわる深刻な問題が横たわってい

るのです。

理事のページ
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も、黒人の独占支配とも闘ってきた。

全ての人々が、調和と平等な機会の

下に暮らすことが私の理念だ。必要

ならこの理念の実現のために死ぬ覚

悟がある」「黒人や白人ら全ての南ア

人が、いかなる恐怖心も抱かずに胸

を張って歩けて、人間の尊厳が保障

された社会を建設することを約束す

る。これは多人種で構成されたレイ

ンボー・ネーションだ」「私は自由へ

の長い道を歩んできた。途中、過ち

もあった。そして高い山を越えた後、

人はまだ登らなければいけない山が

あることに気付くだけだと悟った。

私の長い歩みはまだ終わっていない」

との言葉を残しました。

　問題を差別する側とされる側とに

引き裂く二項対立の思考方法が、部

落問題においても長年支配し、いま

だに影響力を持っていますが、マン

デラ語録に引き比べるとその陳腐さ

が浮かび上がってきます。自らを顧

みることは易しいことではありませ

んが、それをやらずして新しい世界

は拓けないと思います。

　　

　「事業は人なり」と言うように、人

こそが事業のありようを決定づけま

す。その意味では、私たちは常日頃

から自身の感覚や感度を鍛えねばな

りません。知ること、見ること、聞

くことを惜しんではなりません。現

場を重視し、そこから貪欲に学ばね

ばなりません。

　　

　最後に、「5 つの誓い」を刻み直し、

この 1年も微力を尽くします。

（１）「法人」は、広範な人々とつな

がり、その知恵とエネルギーを集め

る仕組みを作らねばなりません。

（２）「法人」は、持てるノウハウ（技

術）やスキル（手腕）を磨き、新し

い地歩を切り拓かねばなりません。

（３）「法人」は、人々の安全と安心

を確保し、誰もが人間らしく暮らす

ことのできる地域づくりに貢献しな

ければなりません。

（４）「法人」は、差別や人権侵害の

防止および被害の回復、並びにこれ

らを引き起こす要因の除去に努めな

ければなりません。

（５）「法人」は、21 世紀を名実共に

「人権の世紀」にするために奮闘しな

ければなりません。
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あり、2月 13 日時点で 26 万 7 千人も

の人たちが、全国 47 都道府県の 1175

市区町村に避難を余儀なくされたま

まです。「3.11」が突きつけたものと

向き合い、「3.11」からの学びを活か

すこと、これを忘れてはならないと

思います。

　足元に視線を転じると、いくつも

の課題や問題が見え、その一つひと

つが待ったなしの出口を求めていま

す。私たちの日常はそうした営みの

繰り返しとしてありますが、そこに

埋没したり、囚われることに終始す

るのではなく、そこにある普遍的な

ものを引き出すことを目的意識的に

追及しなければなりません。真理は

常に具体的であり、細部にこそある

ということを忘れてはならないと思

います。目の前の事象・事件が教え

ているものが必ずあるはずです。

　映画「ハンナ・アーレント」は、

ナチス政権による「ユダヤ人問題の

最終的解決」（ホロコースト）に関与

し、数百万の人々を強制収容所へ移

送するにあたって指揮的役割を担っ

たアイヒマンの裁判を傍聴した哲学

者のハンナ・アーレントを描いてい

ます。アーレントは、彼を目の前に

し、その声を聴き、その言葉の意味

を問い、アイヒマンを思考すること

を放棄して命令に従っただけの凡庸

な小役人と評し、さらにユダヤ人自

治組織の指導者が彼に協力していた

ことにも言及したレポートを書きま

す。その結果、ユダヤ人社会からの

バッシングに晒され、多くの友人が

去っていきます。それでも自らの思

考が極め、たどり着いた場所をおり

ることなく、ぶれることなく信念を

貫きます。本物の思考する人間だと

思います。

　アーレントの「誰もがアイヒマン

になる可能性がある」との指摘には

深いものがあります。差別問題で言

えば、差別する人は特別な人ではな

くどこにでもいるいい人で、私の身

近にいる人でもあるということにな

ります。これは私たちが事件の都度、

出会う光景でもあります。思考をめ

ぐらせ、事実から真理を導き出すと

いうのは、こういうことなのだと思

います。

　昨年 12 月になくなったネルソン・

マンデラは、「私は白人の独占支配と
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３．地図から消された「人権ま

ちづくりセンター」

　またこれに関連して、かつてある

不動産会社のチラシに掲載された地

図の上で、「人権まちづくりセンター」

があるべき場所から消されていたと

いうことがありました。これは、セ

ンターがあるとその付近が同和地区

と疑われるのではないかという危惧

からなされた行為でしたが、ここに

も先に述べた問い合わせと同じ種類

の問題が含まれているのではないか

と思われます。

　でも本当に大切なことは、そこが

同和地区であるか否かではなく、そ

の人にとって「住みやすい場所」で

あるか否かではないでしょうか。

４．私たちはどうすればいいのか？

　では、私たちはそのようなときど

うすればいいのでしょうか。

　まず、あなたが耳打ちされた「あ

そこは同和地区かもしれないよ」と

いう一言は、それを言った本人の意

図に関わらず差別的発言だというこ

とに思い至ってください。また、そ

の言葉に惑わされることなく、そこ

に住みたいかどうかをご自身の価値

観で判断してみてください。

　そして、あなた自身は他の誰かに

けっしてそのような耳打ちをなさら

ないでください。なぜならそれは真

の「親切心」ではなく、まぎれもな

い「差別意識」そのものなのですから。

　

５．おわりに

　なお、本稿では一般になじみのあ

る「同和地区」という名称を用いま

したが、それを定めた法律の期限が

すでに終了したため、現在は正式名

称ではないことをおことわりしてお

きます。

「社会福祉と人権」

前田　勝正（理事）

　社会福祉は貧困との闘いから始

まったともいわれているように、社

会福祉の基本となる憲法25条には「す

べて国民が健康で文化的な最低限度

の生活を営む権利を有する」と書か

れています。

　福祉は公助・自助・互助・共助か

らなっていますが、特に共助につい

て地域福祉の観点から考察したいと

思います。

　近年、小地域の自治が崩壊しつ

つあり、豊中市で自治会の組織率

が 40％を切っていると言われていま

す。又、単身世帯が 24％以上高齢少

子化の時代をむかえて久しく、老老

介護はいうに及ばず地域社会でボラ

ンティアになって活動している人も、

60 歳以上の人が大半です。20 年前の
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阪神淡路大震災の時、豊中市は大き

な災害を受けました。

　特に蛍池などは古い家が倒れたり

し、住めなくなった人も多く出まし

た。当時、世話活動していた人は、

今は 60 歳代～ 70 歳代となり、決し

て若くはありません。しかし、その

後少子化もあり、あまり変わってい

な い の

が 現 実

です。

　 こ こ

蛍 池 北

町 地 区

で は 40

年 程 の

間 に 火

災 が 2

回 と 大

震 災・

大水害なども経験しています。災害

は誰もが受けますが、住むところ、家、

生活環境により個人差はあります。

　解放運動では、生活環境改善を公・

民一体となり行ってきました。環境

は改善されましたが、生活課題が残っ

てます。たとえば若い時の仕事でそ

の日のかせぎは多くても、社会保障、

保険がない互助がまったく受けられ

ていない人が多くいます。

　自助が成り立たない社会生活環境

をどうするのか、そこに公助が必要

になってきます。しかし、公助にも

限界があります。そこで、自助で何

が出来るのかということで、予防医

学的な生活のために、毎日の生活の

見直しと健康について学習する。人

権まちづくりセンターで行われてい

る各種の学習会を利用し知識をつけ

ることもその一助になります。

　次に共助については、2014 年 1 月

25 日北町 3 丁目自治会を結成するこ

とができました。北町 3 丁目全体で

120 世帯以上の人が入会され、互いが

顔の見える気軽に話し合える、遠く

の身内よりも近くの他人ということ

になります。1月25日当日、ある人は、

「私は最近この町内で家を持ち永住す

るつもりです。自治会入会のよびか

けはうれしかった」と、ある高齢者

は「声をかけていただくだけでもう

れしい」など、さまざまな声がよせ

られました。

　自治会が住民にとって地域福祉の

より所になればと思います。単身世

帯が多い中でプライバシーの問題は

さけられません。近くに住んでいる

人がもっと気軽に話し合える、困っ

た時、何かあった時、私はここにいる、

助けてと声が出せる社会、これが地

域福祉の原点と思っています。

　高度に発達した社会においては、

今こそ「災害時、一人も見逃さない」

を合言葉に活動したいと思います。
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2014 年度の事業推進にあたって

　法人設立（2010 年 3 月 1 日）から

4 年が経過しましたが、1953 年創立

の豊中市同和事業促進協議会から数

えると 61 年になります。この間、さ

まざまな節目をくぐり、その活動を

持続させてきたわけで、その意味で

はそれ自体が一つの価値であるとい

うことができます。

　かの戦争を教訓として構築されて

きたいわゆる戦後体制や価値観につ

いて、これを根底から覆すかのよう

な動きが強まるなか、ヘイト・スピー

チと言われるあからさまな差別扇動

も起こるなど、人権をめぐる状況は

厳しさを増してきています。

　歴史の愚を繰り返すような事態を

避けるには、今を生きる私たちが物

事の本質を見極める力を養い、まっ

とうな歴史観を持つことが必要です。

そのためには、差別と抑圧など不条

理と不合理が渦巻く社会の実相を見

つめ、人権と自由を希求する人たち

と深く、広く、堅くつながることが

大事です。

　　

　歴史は、直線的に進むのではなく、

時に蛇行し、時に後戻りしたりしま

すが、人権と自由と民主主義の確立

に向かっていることは間違いありま

せん。その線上にある私たちの取り

組みは、そうした歴史的使命の一端

を担うものであり、世界中の人々と

つながっているということができま

す。ここにこそ、揺らぐことのない

確信と自信と誇りの根拠があります。

　　

　おりしも今年は、第 1 次世界大戦

から 100 年ですが、その軌跡と意味

を問い返す作業を通じて、これらの

ことを確認する機会にしたいと思い

ます。また、豊中市が「人権擁護都

市宣言」を行って 30 年でもあり、豊

中における人権問題の現状と課題を

改めて明らかにし、人権諸団体との

連携と協働を強める中で、解決に向

けたとりくみを進めねばなりません。

　未曾有と言われた東日本大震災と

原発事故による惨禍から 3 年が経過

しました。人の心は移ろいやすいも

のと言いますが、風化と忘却が急速

に進んでいます。しかし、復旧や復興、

原発事故の収束は、いまだに多くの

課題と困難を抱えたままその途上に
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なさまたげとなっております。ここ

に教育の立場からも部落差別の実態

を正しく認識し、いっさいの差別を

にくみ、差別を許さず、差別をなく

していく同和教育の必要性が生まれ

てくるのです。・・・・（中略）・・・

　人権尊重の精神に基づいた教育の

もとすべての子どもに学力をつけて、

その進路を保障していくためには、

学校を中心とする各団体が互いに協

力し合っていっそう社会の同和教育

にとりくむこと、および学校の教育

条件をよりよく整備充実することを

考えなくてはなりません。ここに校

区内の関係機関・団体があいつどい

「克明小学校をよくする会」を結成し

教育にかかわる共通のねらいを達成

していきたいと思います」

　今でこそ、いろいろな学校で「地

域と学校が一緒になって・・」「地域

とともに・・・」などよく耳にしま

すが、42 年前すでに、教育を「学校

だけ」のことにせず、地域をあげて

互いに協力し地域全体が高まりあお

うとする先を見通した取り組みに、

ただただ敬意を表するばかりです。

　先輩たちの熱い思いを受け、子ど

もたちのよりよい未来のため、また、

あたたかいはみごのないまちにする

ため受け継いでいきたいと思います。

蛍池地域から

福島　智子（事務局）

　新年度になり、地域の関係機関も

新たな体制でスタートしました。

　４月中旬には、地域のフィールド

ワークを入れた人権研修を行いまし

た。特に地域に関わる関係機関の方々

に参加していただき、地域の歴史を

知り、一緒に考える機会となったと

思います。

　差別の歴史や現実を知ることで、

さまざまな権利が奪われてきたこと

や、差別によって、内面的にも生活

に影響してきたことが見えてきます。

　差別は、人として生きていく上で

必要な、様々な物を奪い傷つけます。

子どもからお年寄りまで、一人ひと

りの権利が保障され、尊厳が大切に

される、差別の無い、差別が許され

ない、そんな地域づくりができれば

と考えています。

　今年度の事業としては、地域教育

協議会「子育ち・ふれあいの会」の

事業を中心に、「人権から地域を考え

る集い」や「蛍池納涼祭」「ふれあい

フェスティバル」などを予定してい

ます。その他、地域の関係機関との

協働事業として「高齢者交流のつど

い」や「校区スポーツ交流会」「広場

交流会」などを通して、地域の人々

が集え、つながる機会を作っていき

たいと考えています。
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“会津と京都に咲いた一輪の花”

～新島八重・愛と闘いの生涯～

高野　アヤ子（評議員）

　昨年（2013 年）人権協の現地研修

でＮＨＫの大河ドラマで馴染みの「八

重の桜」の舞台となった、縁の京都

を訪ねました。

　舞台を巡る研修の最初に訪れたの

が、黒谷金戒光明寺・幕末に京都守

護職に任ぜられた会津藩主・松平容

保が本陣を構えたところです。会津

の悲劇はここからはじまります。

　小高い石段を登ると文殊塔があり、

京都市内が一望できます。そこには

箏曲の開祖といわれる八橋検校の墓

があります。京菓子で有名な八ツ橋

の由来は、ここからきたという一説

があります。そこより東側に転じる

と、広大な会津藩の墓地があります。

顕彰碑に刻まれた名前のなかには山

本三郎（八重の弟）の名がありました。

朝鮮人の「宗厳和尚」が開基された

西雲院の境内に、ひときわ立派な会

津小鉄の墓があります。会津藩が上

洛の折、中間として雇われていた会

津小鉄こと上坂仙吉は鳥羽・伏見の

戦い（戊辰戦争）で戦死した 115 名

の放置された遺体を手下を動員して

荼毘に付し、又遺品を会津の遺族の

もとに戻したというその功績に、侠

客の意地を見せつけられた思いに感

動しました。殉難者 352 名が眠る会

津藩墓地を離れ、新島襄創立の同志

社 へ 向 か

いました。

　 同 志 社

大 学 の 創

立 者 新 島

襄 と 結 婚

し た「 八

重 」 が 過

ご し た 私

邸「 新 島

旧 邸 」 は

外観はコロニアル様式を取り入れな

がらすべて真壁造り、和洋折衷とい

うより和に洋を取り入れ、今見ても

なかなかのお洒落で超モダンな夫婦

だったことが伺えます。

　「八重の桜」の主人公新島八重は、

美しい会津若松に生まれ育ちながら

幕末の激動の中で、あまりにも多く

のものを失います。八重は、1845年（弘

化 2 年）11 月 3 日、会津藩で代々砲

術師範を務める山本家の三女として

誕生しました。幼い頃から男勝りの

気性で、藩の砲術師であった兄の山

評議員のページ
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本覚馬から射撃や、砲術を学んだ八

重は隣家の少年にも砲術を教えます。

この少年が、後の白虎隊 19 士のひと

り、伊東悌次郎です。

　戊辰戦争に敗れ降伏した日の夜、

八重が白壁に刻んだ和歌

「明日の夜
よ

は　何
い づ こ

国の誰か　ながむ

らん　なれし御
み し ろ

城に　残す月影」

が知られています。八重の人生を貫

く一本の芯は何だったのでしょう。

激動の時代を生き抜き、どのような

状況にあろうとも安易な妥協を拒み、

市民としての自立を崩さなかった八

重の生涯は、今の私たちに多くのこ

とを教えてくれています。

　どの国で生まれようと、どんな職

業に就こうと、どのような状況に遭

遇しようと、決して他人を怨まず、

差別をしない社会の実現を願ってい

ます。人権問題を違った視点で見つ

め直す、新しい発見の旅。一度辿っ

てみてはいかがですか。

お互いさまの世の中で

山口　博之（評議員）
はじめに

　私は「少子高齢化」の影響は社会

生活全般に渡る大問題だと思います。

しかし、全体像の把握と個々の実情

を冷静に見ていかないと大変生きづ

らい社会が出来あがります。

　例えば、「金持ち老人の為に若者の

生活が犠牲になる」「少子化は女性が

子どもを産まなくなったからだ」等

など、自分以外の者を断罪したり批

判したりしても、具体的に「それで

は何をすることが解決になるか」を

考えない人が増えているように思え

ます。

　「なんとかせい！」と怒鳴ることも

悪いとは言えませんが、「なんとかし

たい！」と動く人が必要だと思って

います。ながーい人生を考えた時、「子

ども嗤うな、かつて通った道じゃも

の。老人嗤うな、いずれ行きつく道

じゃもの」と思いつつ、老いも若き

も「今生きている時代が抱える問題」

に故知らず取り組まされている時代

の共有者であり、近所の地域に生活

圏を持つ地域の共有者なのだから、

協力してなんとかしたい思いがあり

ます。
すてっぷ☆スタッフブログより
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　豊中地域から
酒井　留美（事務局）

　2013 年度、寺本知さんの生誕 100

年のつどい、パネル展を通して改め

て寺本さんの偉大さを実感しました。

今回の豊中地域からは、寺本さんが

中心となり発足され今も思いを引き

継ぎ活動が続いている、「克明小学校

をよくする会」を紹介させていただ

きます。

　「1972 年 11 月 28 日、克明小学校・

ＰＴＡ・公民分館・教職員組合克明

分会・部落解放同盟豊中支部・教育

を守る会の構成団体で「克明小学校

をよくする会」が発足されました。

当時の結成趣意書には、次のような

言葉が書かれています。

・すべての子に、いのちと健康を守る

学力を

・すべての子に、情操ゆたかな学力を

・すべての子に、科学的な学力を

・すべての子に、生活をつくりだす学

力を

　これは克明小学校がめざしている

教育のねらいであります。子どもひ

とりひとりがもっている伸びる芽を

ひきだし、せいいっぱい育てていく

ことは、父母みなさんの強い願いで

あるとともに、子ども自身がもつ切

実なのぞみであり、これにこたえる

べく学校は日々たゆまぬ努力をつづ

けております。

　子どもに学力をつけていくことは、

いっさいの教育活動をつうじて明日

へ生きるのぞみと見とおしをもたせ、

生きる力をあたえることであり、そ

れは、とりもなおさず、子どもたち

の輝かしい進路を保障することにほ

かなりません。教育は、このように

して人間の大切さを教え人間の尊さ

を実現する力を育てるものでありま

す。こうした教育をすすめるにあたっ

て忘れてはならないことは、部落差

別がきびしく現存するという社会的

な現実であります。なにびとにもひ

としく保障されていなければならな

い市民としての権利と自由が集中的

にうばわれてきた部落差別は、世の

中のあらゆる差別・矛盾・不合理の

存在をささえるもとになり、ほんと

うに民主的な世の中を作る上に大き

地 域 か ら
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らの微妙な人間関係のこと、杉山さ

んご本人にとって人間関係だけで言

えば“シャバの世界”とそれほど変

わらなかったとされる刑務所内での

生活や普段我々が知る機会のない刑

務所のルールや出来事など、コミカ

ルで面白おかしく読める部分も多い

ため、ほぼ一日で読み終えることが

できた。この「面白おかしく」といっ

た表現は、無実の罪で刑務所に収容

され、苦闘の日々を送ってきた杉山

さんに対して大変失礼かもしれない

が、これも他にはない本書の特徴だ

と思う。

　最後に、本書で書かれている「私

への謝罪の必要はない、謝られても

許すつもりはありません」という警

察や検察、裁判官に対する杉山さん

の怒りのメッセージが僕の心に深く

突き刺さったことを付け加えておく。

機会があれば、ぜひ読んでもらいた

い。

免田栄さんや足利事件の菅家利和さ

んなど再審で無罪を勝ち取った人達

のこと、永山則夫や金嬉老、そして、

この 3 月 27 日に再審開始が決定した

袴田事件の袴田巌さんとの出会いや

交流、刑務所で再会した少年時代や

拘置所時代の悪友達のこと、そして

狭山事件の石川一雄さんや筋弛緩剤

混入事件の守大助さんなど、現在も

再審を求めて闘っている冤罪被害者

のことについても書かれている。

　これまで冤罪事件に関するものや

冤罪被害者の著書のいくつかを読ん

できた僕にとって、警察のでっちあ

げや検察による偽証拠、裁判所によ

る理不尽な判決、それからマスメディ

アの報道の仕方など、他の書籍同様

に読んでいて腹立たしくなるくらい

共感できるシリアスな部分も山ほど

ある。

　同じ布川事件の冤罪被害者である

桜井昌司さんとの逮捕される以前か

◇資料室の利用案内◇
豊中人権まちづくりセンター資料

室では図書の閲覧・貸出をおこなっ

ています。お近くにお寄りの際は

どうぞご利用ください。１回につ

き５冊まで借りられます。

利用日：月～土曜日の 9 時～ 17 時
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豊中のネットワーク状況

　現在、高齢化、少子化、都市化さ

れつつあるなかで人間の関係性にお

いて「希薄化」「孤立化」が懸念され、

行政・民間等でかなり多くのネット

ワークが作られていますが、私はこ

れを自発的な参加意欲の現れだと評

価しています。現在、さまざまなネッ

トワークが「乱立している」という

人もいますが、「社会をなんとかした

い」という意欲が出ている限り、大

きなまとまりをもって収れんしてい

くと思います。

すてっぷ市民企画講座「『おひと

りさま』集合！」に参加

　現在、様々な制度設計の時に考え

られてきた『標準家族（夫婦と子ど

も世帯）』が全世帯の 4 分の１、単身

世帯が３分の１となっており、制度

面、福祉面での谷間について語り合

い、講座参加者の熱意が月２回語り

合うサークルを作るまでに至ってい

ます。

　「お互い『ひとりぼっち』のつらさ、

不便さが違いながらも、現在をみつ

めつつ生きる仲間としての支え合い

となる」と私は思っています。

ＮＨＫドラマ「サイレント・プア」

　豊中市社協の勝部麗子さんの豊中

における活動が高く評価されテレビ

ドラマ化されたものが始まりました。

豊中市も資料提供をするなどして「サ

イレント・プア」に対する取り組み

に熱が入っていると思っています。

　以前、勝部さんと会った時、私は「高

齢者はその人生でどれだけの人を『見

守り』『見送ってきた』かもしれない

のですよ。それが長生きしたことに

より周りに頼れる人がおらず、保証

人もいないことをどう思いますか？」

と聞くと彼女は「私も同じ思いで動

いています」と答えてくれました。

私はその時使った言葉は「タイムメ

イト」「エリアメイト」として協力し

合う人のことを言ったと思います。

１００年と１０年、そしてこれから

森山輝子（事務局）

　歌劇のファンではない。宝塚に生

まれ育って 30 年を過ごしたが、歌劇

は一度も見に行ったことがない。

　バラエティ番組などで宝塚音楽学

校の生徒たちが電車にお辞儀をする

のをネタにされて笑われたり驚かれ

たりしているが、電車通学で阪急電

車を利用していた私は実際にその場

面をしょっちゅう見ていた。阪急電

車に深々と頭を下げ、毎朝音楽学校

近辺を掃き掃除している生徒さん。

子どもながらに姿勢の良さに圧倒さ

新聞切り抜き帖
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【4 月 6 日毎日新聞】

れたものだ。宝塚大橋での写真撮影

をしているタカラジェンヌや劇場前

で出待ちをするファンの人たち。そ

んな風景を見ながら育った私には歌

劇が宝塚にあるのは「当たり前」の

ことだった。

　そして、その宝塚歌劇が 100 年を

迎えた。100 年。１世紀。当たり前と

思っていた歌劇が 100 年。あらため

て考えると 100 年って本当にすごい。

人々の関心や興味を惹くための努力

や試行錯誤はきっと並大抵のもので

はない。もちろんお金やバックボー

ンがあっての話だが、基本的な経営

理念やお客さんの心のつかまえ方が

しっかりしていないとここまで続い

てなかったかもしれない。

　比べるに値しないが、「人権文化の

まちづくり講座」も今年で 10 年目を

迎えた。まさか 10 年も続けられると

は正直思っていなかった。10 年前は

自分一人だけが頑張っていると勘違

いしていたが、10 年経ってようやく

周りの人たちのおかげで今の自

分があることに気づいた。

　冬季オリンピックで銀メダル

を取った平野選手がメダルを取

れたことについて「応援してく

れた人たちや家族のおかげ」と

いった感謝の気持ちを言葉にし

ていた。15 歳であんなことが言

えるのはすごすぎる。きっと 15

歳の私だったら「いやいや。私

の実力の賜物だ」とドヤ顔を決

め込んでることだろう。こうい

う考え方をしている時点でメダ

ルなんぞ取れるはずがないし、きっ

と代表にも選ばれないと思う。

　企画や集客に頭を悩ませながら自

分自身の勉強だと思い、達成感を糧

に今まで突っ走ってきた。紆余曲折

あった今、嫌なことがあっても昔に

比べたら柔軟に考えられるように

なってきた。あと何年続けられるか

わからないが、やりたいと思ったこ

とはできるだけ形にしていきたい。

講師の先生はじめ、仕事終わりに遠

方から駆けつけてくださる方々、関

わってくださる全ての方に改めて感

謝したい。そして今後ともご指導願

いたい。

　職場復帰から 1 年。去年はちょう

ど大型連休の間の復帰で、たった２

日間働いただけで風邪を引いた。一

年が経ち、忙しさにかわりはないが

気持ちに少し余裕ができた。家に帰っ

てから布おむつの洗濯は大変だった
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けれど、そのおかげか最近（一歳半）

はおまるでオシッコをしてくれるよ

うになった。夫も相変わらずで娘が

絵本を「よんでー」と寄ってきても

３回に２回は聞こえないフリをして

焼酎を呑んでいる。見かねた私が睨

みつけると渋々読むものの、棒読み

全開。しかも１回読んで終わり。ド

クターストップがかかるまでお酒は

飲めるけど子どもはすぐに成長する。

今からこんな態度じゃ、思春期・反

抗期に娘から拒絶されても夫のフォ

ローをするのはとても難しい。娘は

ほぼ毎日「お父さん、はやくー」と

夫の手を引っ張って、自分がされて

　布川事件とは、1967（昭和 42）年

8月に発生した茨城県北相馬郡利根町

布川に住む独り暮らしの男性が自宅

で殺害された事件である。この事件

で逮捕された２人の青年（当時）は、

一旦は自白に応じたものの、裁判に

て「自白は取り調べで強制されたも

の」として自白を撤回、無実である

ことを主張した。しかし、裁判所が

出した判決は無期懲役、その後、控訴、

上告とも退けられ、２人は身に覚え

のない殺人犯の汚名を着せられたま

ま千葉刑務所に服役することになっ

書評・今月はこの本

「冤罪放浪記

　布川事件 元・無期懲役囚の告白」

著者：杉山卓夫　発行：河出書房新社

重本　洋輔（事務局）

た。1996 年に仮出獄した後も２人は

弁護団や支援者とともに無実を訴え

続け、ついに再審開始が決定、2011

年 5 月、35 年ぶりにおこなわれた裁

判にて２人の無罪が確定、事件発生

から 40 年以上が経過し２人の年齢は

60 歳を超えていた。

　　

　本書は、そのうちの１人である杉

山卓
た か お

男さんによって書かれた元無期

懲役囚としての告白記だ。内容は、

布川事件で逮捕されてから無罪判決

が出されるまでのこと、免田事件の

いるのと

同じよう

に夫を寝

転ばせて、

おしりふ

きでおし

りを拭く

真似やワ

セリンを

塗る真似

をしてい

る。 よ く

見てるなぁと関心する反面、襟を正

さなければと痛感させられる。
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